
○高石市空き家除却補助金交付要綱 

平成 28 年３月 31 日 

告示第 22 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、防犯及び住環境の改善を目的とし、空き家木造住宅の除却工事を行

う所有者に対して、高石市空き家除却補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲

内おいて交付することについて高石市補助金等交付規則（昭和 57 年高石市規則第 14

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 空き家 ６カ月以上居住その他使用実績がない建築物をいう。 

(2) 木造住宅 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号に規定する建築物

のうち、木造でかつ一戸建ての住宅又は区分所有である長屋住宅に該当するもの（店

舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に該当する部分

の床面積が延べ床面積の２分の１未満であるものに限る。）をいう。 

(3) 除却工事 自ら所有する住宅又は区分所有する住宅の所有する部分について、全

部又は市長が適当と認める部分を除却する工事（残存する部分に係る復旧工事及び修

繕工事を除く。）をいう。 

(4) 除却工事施工者 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項による許可を

受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第

104 号）第 21 条第１項の登録を受けた者であって、除却工事の施工を行う者をい

う。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次の各号に

掲げる要件を満たす木造住宅とする。ただし、高石市既存民間建築物耐震改修補助金交

付要綱（平成 21 年高石市告示第 46 号）に基づく補助金の交付を受けたものを除く。 

(1) 昭和 56 年５月 31 日以前に建築された建築物で空き家であること。 

(2) 所有権を有する者が確認できる建築物であること。 

(3) 高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付要綱（令和

８年高石市告示第 60 号）に基づく高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住

支援事業補助金の交付の対象となった建築物である場合は、当該交付の日から起算し

て 10 年を経過したものであること。 

(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第２条第２項に

規定する特定空家等（以下「特定空家等」という。）である場合は、同法第 13 条第１

項に規定する管理不全空家等（以下「管理不全空家等」という。）の認定を経ずに特

定空家等に認定されたものであり、かつ、第６条の規定による申請をしようとする日

が当該認定の日の属する年度の翌々年度以内であること。 

（補助対象者） 



第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げ

る要件のすべてに該当するものをいう。 

(1) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 補助対象住宅について単独で所有権を有する個人又は所有権を共有する個人のう

ちから合意によって認められた代表者 

イ アに掲げる者から補助対象住宅を取得した法人（当該法人が当該対象住宅の除却

工事を行う旨の記載がある不動産売買契約書等を有しているものに限る。） 

(2) 補助対象住宅の除却工事を行う者であること。 

(3) 補助対象者が本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこ

と。 

(4) 高石市暴力団排除条例（平成 24 年高石市条例第 20 号）第２条第２号に規定する

暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、除却工事に要する費用（消費税及び地方消費税相当額を含む）の

２分の１以内の額と上限 1,000,000 円（補助対象住宅が第３条第４号に掲げる要件に該

当する場合であって、次条の規定による申請が当該認定の日が属する年度の翌々年度中

に行われたときは、上限 400,000 円）のいずれか少ない額とする。ただし、補助金の額

に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、除却工事を行う前に、高石市空き家除却補

助金申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(1) 建築確認年月日及び所有者が確認できる書類 

(2) 除却工事の内容がわかる図面及び費用がわかる見積明細書 

(3) 現況写真 

(4) 市民税、固定資産税の滞納がないことを証する書類（所有権を共有している場合

は共有者全員のもの） 

(5) 補助対象住宅の所有権を共有している場合は、代表者以外の委任状 

(6) 区分所有である建築物の場合は、誓約書及び他の所有者から同意を得ていること

がわかる書類 

(7) 第４条第１号イに該当する者である場合は、補助対象住宅を取得したことがわか

る不動産売買契約書等の書類 

(8) その他市長が必要と認める書類 

２ この補助金の交付を受けた者は、同一年度において、重複して補助金の交付を受ける

ことはできない。 

３ 補助金の交付を受けようとする住宅の共有名義が、既に当該年度において補助金の交

付対象となった住宅の名義と同一である場合、その共有者は既に当該年度において補助

金の交付を受けた者とみなす。 

（補助金の交付決定及び通知） 



第７条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を審査し、又は

必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、高石市空

き家除却補助金交付決定通知書（様式第２号）により、前条の規定により申請をした者

（以下「申請者」という。）に対し通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査等の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、

高石市空き家除却補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請者に通知す

るものとする。 

（除却工事の着手） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者（以下「補助決定

者」という。）は、当該決定の通知を受け取った日から 90 日以内に除却工事に着手しな

ければならない。 

２ 補助決定者は、工事に着手したときは、直ちに高石市空き家除却工事着手届（様式第

４号に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 建設業法第３条第１項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律第 21 条第１項に規定する解体工事業者の登録証のいずれかの写

し 

(2) 解体工事等に関する誓約書 

(3) 請負契約書の写し 

（申請の取下げ） 

第９条 補助決定者は、交付決定を受けたのち、工事を開始前または途中で中止しようと

するときは、高石市空き家除却補助金取下届（様式第５号）を市長に提出しなければな

らない。この場合において、それまでの除却工事の費用は補助決定者の負担とする。 

（申請の内容変更） 

第１０条 補助決定者は、第６条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、速

やかに高石市空き家除却補助金変更申請書（様式第６号）を提出しなければならない。

ただし、除却の目的及び補助金の額に変更がないものであると市長が認めるものについ

てはこの限りでない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認め

たときは、高石市空き家除却補助金変更決定通知書（様式第７号）により補助決定者に

通知するものとする。 

３ 第８条の規定は、除却工事の着手前に補助金の変更決定を受けた者について準用す

る。この場合において、「決定通知」とあるのは、「変更決定通知」と読み替えるものと

する。 

（実績報告） 

第１１条 補助決定者は、除却工事が完了したときは、速やかに高石市空き家除却工事完

了報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添付し市長に報告しなければならない。 

(1) 除却工事終了後の写真 

(2) 除却工事に要した費用のわかる領収書 

（補助金の額の確定） 



第１２条 市長は、前条の完了報告書の提出があったときは、当該報告に係る除却工事が

補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査

し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高石市空き家除却補助

金額確定通知書（様式第９号）により速やかに補助決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 補助決定者は、前条の規定による補助金の交付確定の通知を受けたときは、除

却工事が完了した日から起算して 30 日以内又は補助申請年度の年度末のいずれか早い

日までに、高石市空き家除却補助金請求書（様式第 10 号）を市長に請求しなければな

らない。 

（補助金の交付） 

第１４条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは、当該請求をした者に対し補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、高石市空き家除却

補助金交付決定取消通知書（様式第 11 号）により交付決定を取消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。 

(3) この要綱の規定に違反したとき。 

(4) 前各号のほか、市長が適当でないと認めるとき。 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定のいずれかに該当する事由があり、既に補助金が交付され

ているときは、高石市空き家除却補助金返還命令書（様式第 12 号）により、既に交付

した補助金の全部又は一部の返還を期間を定めて命ずることができる。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


